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(3) 特定施設に関する事項
変更なし

(4) 汚水等の処理施設に関する事項

区 分 変 更 前 変 更 後

工 場 又 は 事 業 場 に お け る 施 設 番 号 No.1 同左

種 類 及 び 型 式 京水テック式 同左

構 造 鉄筋コンクリート 同左

主 要 寸 法 長さ39m×幅19m×高さ3.8m 同左

能 力 500㎥／日 同左

処 理 の 方 法 活性汚泥＋脱窒・脱リン＋凝集沈殿＋ろ過 同左

工 事 着 手 予 定 年 月 日 － 同左

工 事 完 成 予 定 年 月 日 － 同左

使 用 開 始 予 定 年 月 日 － 同左

使用時間間隔及び１日当たりの使用時間並
びにその使用に季節的変動がある場合はそ 連続24時間 同左
の概要

使用時における 処 理 前 処 理 後 処 理 前 処 理 後
当該汚水等の処 区 分
理施設による処 通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大
理前及び処理後
の汚水等の汚染 水 量（㎥／日） 346.5 491.5 346.5 491.5 346.5 491.5 346.5 491.5
状態の通常の値
及び最大の値並 ｐ Ｈ 5.0～6.5 5.0～6.5 5.8～8.6 5.8～8.6 5.0～6.5 5.0～6.5 5.8～8.6 5.8～8.6
びに当該汚水等

 の通常の量及び ＢＯＤ（mg／Ｌ） 550 600 15 20 550 600 15 20
最大の量

 ＣＯＤ（mg／Ｌ） 300 350 20 30 300 350 20 30

   Ｓ Ｓ（mg／Ｌ） 280 300 40 50 280 300 39 50

油 分（㎎／Ｌ） 25 30 4 5 25 30 4 5

   Ｔ－Ｎ（mg／Ｌ） 40 45 30 40 40 45 21 31

    Ｔ－Ｐ（mg／Ｌ） 11 12 1.5 2 11 12 1.5 2

大腸菌群数（個／㎤） 無数 無数 3,000以下 3,000以下 無数 無数 3,000以下 3,000以下
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(5) 排水口に関する事項

排 水 口 番 号 No.1 No.2 No.3

変 更 前 変 更 後 変 更 前 変 更 後 変 更 前 変 更 後
区 分

通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大

水 量（㎥／日） 336.5 476.5 24 30 0 0 56 70 0 0

ｐ Ｈ 5.8～8.6 6.0～8.0 － 6.0～8.0 －
同左

ＢＯＤ（mg／Ｌ） 15 20 2 3 － － 2 3 － －

ＣＯＤ（mg／Ｌ） 20 30 2 3 － － 2 3 － －

Ｓ Ｓ（mg／Ｌ） 40 50 39 50 2 5 － － 2 5 － －

油 分（mg／Ｌ） 4 5 同左 1以下 1以下 － － 1以下 1以下 － －

Ｔ－Ｎ（mg／Ｌ） 30 40 21 31 1以下 1以下 － － 1以下 1以下 － －

Ｔ－Ｐ（mg／Ｌ） 1.5 2 1以下 1以下 － － 1以下 1以下 － －
同左

大腸菌群数（個／㎤） 3,000以下 3,000以下 3,000以下 3,000以下 － － 3,000以下 3,000以下 － －

排 水 口 番 号 No.5 No.13

変 更 前 変 更 後 新 設
区 分

通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大

水 量（㎥／日） 60 80 0 0 0 0

ｐ Ｈ 6.0～8.0 － －

ＢＯＤ（mg／Ｌ） 2 3 － － － －

ＣＯＤ（mg／Ｌ） 2 3 － － － －

Ｓ Ｓ（mg／Ｌ） 2 5 － － － －

油 分（mg／Ｌ） 1以下 1以下 － － － －

Ｔ－Ｎ（mg／Ｌ） 1以下 1以下 － － － －

Ｔ－Ｐ（mg／Ｌ） 1以下 1以下 － － － －

大腸菌群数（個／㎤） 3,000以下 3,000以下 － － － －

２ 縦覧の期間及び場所

(1) 期 間 令和４年５月27日から同年６月17日まで

(2) 場 所 岡山県環境文化部環境管理課及び里庄町役場
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(3) 特定施設に関する事項
該当なし

(4) 汚水等の処理施設に関する事項

区 分 変 更 前 変 更 後

工 場 又 は 事 業 場 に お け る 施 設 番 号 処理施設（Ｂ） 同左

種 類 及 び 型 式 中和槽、遠心分離機、膜ろ過装置 同左

中和槽：ＰＶＣ（塩ビ）＋ＳＳ（ライニング）

構 造 同左
遠心分離機：ＳＳ（デカンター型）
膜ろ過装置：中空糸膜モジュール37本、ＳＵＳ
製

中和槽：3.5ｍ×0.8ｍ×１ｍ×２槽

同左
中和槽（集合升 ：1.5ｍ×0.6ｍ×0.7ｍ）

主 要 寸 法 遠心分離機：φ0.52ｍｍ×1.45ｍ
膜ろ過装置：φ708ｍｍ×1,070ｍｍ（外形 、）
φ89ｍｍ×Ｈ1,070ｍｍ（モジュール）

同左能 力 中和、凝集、遠心分離:2,400㎥／日
膜ろ過：504㎥／日

処 理 の 方 法 中和＋凝集＋遠心分離＋膜ろ過 同左

工 事 着 手 予 定 年 月 日 － －

工 事 完 成 予 定 年 月 日 － －

使 用 開 始 予 定 年 月 日 － 許可後直ちに

使用時間間隔及び１日当たりの使用時間並
びにその使用に季節的変動がある場合はそ 連続24時間 同左
の概要

使用時における 処 理 前 処 理 後 処 理 前 処 理 後
当該汚水等の処 区 分
理施設による処 通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大
理前及び処理後
の汚水等の汚染 水 量（㎥／日） 924.71 1189.54 同左 924.71 1189.54 同左
状態の通常の値
及び最大の値並 ｐ Ｈ 4～8 同左 7～8 同左 4～8 同左 6～8.6 同左
びに当該汚水等

 の通常の量及び ＣＯＤ（㎎／Ｌ） 144.88 317.91 18.36 33.67 144.88 317.91 18.36 33.67
最大の量

 Ｓ Ｓ（㎎／Ｌ） 268.92 492.53 11.43 16.31 268.92 492.53 11.43 16.31

  油 分（㎎／Ｌ） <0.5 1 同左 <0.5 1 同左

  Ｔ－Ｎ（㎎／Ｌ） 9.95 19.87 7.66 10.12 9.95 19.87 7.66 10.12

  Ｔ－Ｐ（㎎／Ｌ） 0.844 1.649 0.844 1.649 0.844 1.649 0.844 1.649
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区 分 変 更 前 変 更 後

工 場 又 は 事 業 場 に お け る 施 設 番 号 処理施設（Ｇ）

種 類 及 び 型 式 中和槽、膜ろ過装置、遠心分離機

中和槽：ＦＲＰ
膜ろ過装置(ＧＳＲ－５)：中空糸膜モジュール
５本、ＳＵＳ製構 造 膜ろ過装置(ＧＬ－５)：中空糸膜モジュール５
本、ＳＵＳ製
遠心分離機：ＳＳ（デカンター型）

中和槽：2,750ｍｍ×1,350ｍｍ×1,750ｍｍ×
２槽

同左
膜ろ過装置(ＧＳＲ－５)：1,955ｍｍ×600ｍｍ
×1,725ｍｍ（外形 、φ189ｍｍ×Ｈ1,160ｍ）

主 要 寸 法 ｍ（モジュール）
膜ろ過装置(ＧＬ－５)：2,600ｍｍ×950ｍｍ×
2,434ｍｍ（外形 、φ207ｍｍ×Ｈ1,421ｍｍ）
（モジュール）
遠心分離機：1,600ｍｍ×960ｍｍ×655ｍｍ

能 力 496㎥／日

処 理 の 方 法 中和＋膜ろ過＋遠心分離

工 事 着 手 予 定 年 月 日 －

工 事 完 成 予 定 年 月 日 －

使 用 開 始 予 定 年 月 日 － 許可後直ちに

使用時間間隔及び１日当たりの使用時間並
びにその使用に季節的変動がある場合はそ 連続24時間 同左
の概要

使用時における 処理前 処理後 処理前 処理後
当該汚水等の処 区 分
理施設による処 通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大
理前及び処理後
の汚水等の汚染 水 量（㎥／日 275 352 同左 275 352 同左
状態の通常の値
及び最大の値並 ｐ Ｈ 3～6 同左 6～8.5 同左 3～6 同左 6～8.6 同左
びに当該汚水等

 の通常の量及び ＣＯＤ（㎎／Ｌ） 72 222 2.1 4 72 222 2.1 4
最大の量

 Ｓ Ｓ（㎎／Ｌ） 108 296 6 13 108 296 6 13

  油 分（㎎／Ｌ） <0.5 1 同左 <0.5 1 同左

  Ｔ－Ｎ（㎎／Ｌ） 9 18 7 14 9 18 7 14

  Ｔ－Ｐ（㎎／Ｌ） 0.6 1.1 0.6 1.1 0.6 1.1 0.6 1.1
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(5) 排水口に関する事項

排 水 口 番 号 Ｂ水路排水口 Ｎｏ．２排水口 Ｎｏ．４排水口

変 更 前 変 更 後 変 更 前 変 更 後 変 更 前 変 更 後
区 分

通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大

水 量（㎥／日） 722.51 1,102.66 同左 0.49 0.61 同左 0.09 0.11 同左

ｐ Ｈ 6～8 6～8.6 6～8 6～8.6 6～8 6～8.6

 ＣＯＤ（㎎／Ｌ） 15.22 23.99 0.5 1 0.5 1

 Ｓ Ｓ（㎎／Ｌ） 9.69 14.7 <0.5 1 <0.5 1

 油 分（㎎／Ｌ） <0.5 1 <0.5 1 <0.5 1

 Ｔ－Ｎ（㎎／Ｌ） 7.2 11.15 <0.5 1 <0.5 1

 Ｔ－Ｐ（㎎／Ｌ） 0.761 1.418 同左 <0.1 0.2 同左 <0.1 0.2 同左

大腸菌群数（個／㎤） <3,000 3,000 0 0 0 0

アンモニア、アンモニウム

－ － － － － －化合物、亜硝酸化合物及び

硝酸化合物（mg／Ｌ）

令和４年５月２７日　岡山県公報　第１２３９９号



排 水 口 番 号 Ｎｏ．７排水口 Ｎｏ．10排水口 Ｃ水路排水口

変 更 前 変 更 後 変 更 前 変 更 後 変 更 前 変 更 後
区 分

通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大

水 量（㎥／日） 0.6 0.75 同左 0.12 0.15 同左 10.11 14.24 同左

ｐ Ｈ 6～8 6～8.6 6～8 6～8.6 6～8 6～8.6

 ＣＯＤ（㎎／Ｌ） 0.5 1 0.5 1 7.72 15

 Ｓ Ｓ（㎎／Ｌ） <0.5 1 <0.5 1 10.5 18.71

 油 分（㎎／Ｌ） <0.5 1 <0.5 1 <0.5 1

 Ｔ－Ｎ（㎎／Ｌ） <0.5 1 <0.5 1 13.85 24.25

 Ｔ－Ｐ（㎎／Ｌ） <0.1 0.2 同左 <0.1 0.2 同左 1.39 2.9 同左

大腸菌群数（個／㎤） 0 0 0 0 <3,000 3,000

アンモニア、アンモニウム

－ － － － 13.85 24.25化合物、亜硝酸化合物及び

硝酸化合物（mg／Ｌ）
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排 水 口 番 号 Ｎｏ．16排水口

変 更 前 変 更 後
区 分

通 常 最 大 通 常 最 大

水 量（㎥／日） 1 1.5 同左

ｐ Ｈ 6～8 6～8.6

 ＣＯＤ（㎎／Ｌ） 0.5 1

 Ｓ Ｓ（㎎／Ｌ） <0.5 1

 油 分（㎎／Ｌ） <0.5 1

 Ｔ－Ｎ（㎎／Ｌ） <0.5 1

 Ｔ－Ｐ（㎎／Ｌ） <0.1 0.2 同左

大腸菌群数（個／㎤） 0 0

アンモニア、アンモニウム

－ －化合物、亜硝酸化合物及び

硝酸化合物（mg／Ｌ）

２ 縦覧の期間及び場所

(1) 期 間 令和４年５月27日から同年６月17日まで

(2) 場 所 岡山県環境文化部環境管理課及び備前市役所

令和４年５月２７日　岡山県公報　第１２３９９号



◎
岡
山
県
告
示
第
二
百
六
十
二
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
農
林
水
産
大
臣

か
ら
次
の
と
お
り
保
安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
。

令
和
四
年
五
月
二
十
七
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

井
原
市
高
屋
町
字
西
山
八
二
一
五
の
四

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

解
除
の
理
由

道
路
用
地
と
す
る
た
め

令和４年５月２７日　岡山県公報　第１２３９９号



◎
岡
山
県
告
示
第
二
百
六
十
三
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
農
林
水
産
大
臣
か
ら
次
の
と
お
り
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る

予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
。

令
和
四
年
五
月
二
十
七
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

指
定
施
業
要
件
の
変
更
予
定
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

高
梁
市
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る

）
。

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

水
源
の
涵
養

か
ん

三

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

１

立
木
の
伐
採
の
方
法

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

（１）

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

（２）
市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（３）
２

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（

次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
岡
山
県
庁
及
び
高

「

梁
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る

）
。

令和４年５月２７日　岡山県公報　第１２３９９号



◎
岡
山
県
告
示
第
二
百
六
十
四
号 

 

漁
船
損
害
等
補
償
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
十
八
号
）
第
百
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
加
入
区
に
つ
い
て
、
平
成
三
十
年
岡
山
県
告
示
第
三
百
六
号
（
胸
上
加
入
区
、
玉
野
加
入
区
、

大
島
美
の
浜
加
入
区
）
に
よ
る
指
定
漁
船
を
普
通
損
害
保
険
に
付
す
べ
き
義
務
は
、
令
和
四
年
五
月
二

十
一
日
限
り
、
消
滅
し
た
。 

 
 

令
和
四
年
五
月
二
十
七
日 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

 

加
入
区
の
名
称 
胸
上
加
入
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

玉
野
加
入
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

大
島
美
の
浜
加
入
区 

令和４年５月２７日　岡山県公報　第１２３９９号



◎
岡
山
県
告
示
第
二
百
六
十
五
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
供
用
を

次
の
と
お
り
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
岡
山
県
土
木
部
道
路
整
備
課
に
お
い
て
告
示
の
日
か
ら
二
十
日
間
一
般
の
縦
覧

に
供
す
る
。

令
和
四
年
五
月
二
十
七
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

道
路
の

供

用

開

始

路

線

名

区

間

種

類

年

月

日

県
道

新
見
勝
山
線

真
庭
市
月
田
本
字
橋
本
二
四
二
番
五
地
先
か
ら

令
和
四
年
五

真
庭
市
月
田
本
字
日
名
ケ
峪
一
八
七
番
一
地
先
を
経

月
三
十
日

て真
庭
市
月
田
本
字
境
ハ
ナ
五
番
二
地
先
ま
で

令和４年５月２７日　岡山県公報　第１２３９９号



◎
岡
山
県
告
示
第
二
百
六
十
六
号

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

徴
収
の
事
務
を
次
の
と
お
り
委
託
し
た
。

令
和
四
年
五
月
二
十
七
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

委
託
し
た
事
務
の
内
容

二
に
掲
げ
る
使
用
料
の
徴
収
の
事
務

二

委
託
し
た
収
入
の
種
類

岡
山
県
港
湾
施
設
管
理
及
び
利
用
条
例
（
昭
和
二
十
七
年
岡
山
県
条
例
第
二
十
一
号
）
に
基
づ
く

使
用
料
の
う
ち
、
宇
野
港
に
所
在
す
る
ビ
ジ
タ
ー
バ
ー
ス
に
係
る
も
の

三

委
託
を
受
け
た
者
の
所
在
地
及
び
名
称

岡
山
県
玉
野
市
築
港
一
丁
目
一
番
三
号

公
益
社
団
法
人
玉
野
市
観
光
協
会

四

委
託
を
受
け
た
事
務
を
行
う
場
所

岡
山
県
玉
野
市
築
港
一
丁
目
一
番
三
号

五

委
託
の
期
間

令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

令和４年５月２７日　岡山県公報　第１２３９９号



〔
二
五
三
〕
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
美
作
県
民
局
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通

知
が
あ
っ
た
。 

 
 

令
和
四
年
五
月
二
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

 

 

  

久
米
郡
美
咲
町
栃
原

か
ら
大
垪
和
西
地
内 

測

量

区

域 

公
共
測
量
（
基
準
点
測
量
） 

測

量

の

種

類 

令
和
四
年
五
月
十
三
日
か
ら
同

年
九
月
三
十
日
ま
で 

測

量

期

間 

令和４年５月２７日　岡山県公報　第１２３９９号



〔
二
五
四
〕
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
美
作
県
民
局
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通

知
が
あ
っ
た
。 

 
 

令
和
四
年
五
月
二
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

 

 

  

津
山
市
加
茂
町
桑
原

地
内 

測

量

区

域 

公
共
測
量
（
基
準
点
測
量
） 

測

量

の

種

類 

令
和
四
年
三
月
八
日
か
ら
同
年

十
二
月
二
十
日
ま
で 

測

量

期

間 

令和４年５月２７日　岡山県公報　第１２３９９号



〔
二
五
五
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。 

 
 

令
和
四
年
五
月
二
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 

一 

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

総
社
市
真
壁
字
八
神
四
一
一
―
一 

二 

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

総
社
市
駅
南
一
丁
目
三
二
―
二
〇
ソ
ル
フ
ィ
オ
ー
レ
Ｂ
棟
二
〇
三
号
室 

山
本 

裕
太 

三 

許
可
年
月
日
及
び
許
可
番
号 

 
 

令
和
四
年
二
月
十
五
日
岡
山
県
指
令
建
指
第
四
〇
九
号 

令和４年５月２７日　岡山県公報　第１２３９９号



〔
二
五
六
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。 

 
 

令
和
四
年
五
月
二
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 

一 

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

都
窪
郡
早
島
町
早
島
字
山
川
下
三
五
四
五
―
三
、
三
五
四
五
―
二
二
、
三
五
四
五
―
二
六 

二 

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

岡
山
市
北
区
庭
瀬
二
六
三
―
一
セ
レ
ー
ノ
庭
瀬
三
〇
八 

松
本 

裕
樹 

松
本 

翔
子 

三 

許
可
年
月
日
及
び
許
可
番
号 

 
 

令
和
三
年
九
月
二
十
一
日
岡
山
県
指
令
建
指
第
二
二
九
号 

令和４年５月２７日　岡山県公報　第１２３９９号



〔
二
五
七
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
う
ち
、
公
共
施
設
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。 

 
 

令
和
四
年
五
月
二
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 

一 

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

都
窪
郡
早
島
町
早
島
字
山
川
下
三
五
四
五
―
三
、
三
五
四
五
―
二
二
、
三
五
四
五
―
二
六 

二 

公
共
施
設
の
種
類 

    

下
水
道 

三 

位
置
及
び
区
域 

開
発
登
録
簿
記
載
の
と
お
り
（
開
発
登
録
簿
は
、
岡
山
県
土
木
部
都
市
局
建
築
指
導
課
に
お
い
て 

 

閲
覧
に
供
す
る
。
） 

四 

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

岡
山
市
北
区
庭
瀬
二
六
三
―
一
セ
レ
ー
ノ
庭
瀬
三
〇
八 

松
本 

裕
樹 

松
本 

翔
子 

五 

許
可
年
月
日
及
び
許
可
番
号 

 
 

令
和
三
年
九
月
二
十
一
日
岡
山
県
指
令
建
指
第
二
二
九
号 

令和４年５月２７日　岡山県公報　第１２３９９号



〔
二
五
八
〕
都
市
再
開
発
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
三
十
八
号
）
第
四
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ

り
、
市
街
地
再
開
発
組
合
の
解
散
を
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。

令
和
四
年
五
月
二
十
七
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

組
合
の
名
称

倉
敷
市
阿
知
３
丁
目
東
地
区
市
街
地
再
開
発
組
合

二

事
務
所
の
所
在
地

倉
敷
市
阿
知
二
丁
目
九
番
一
〇
号

三

解
散
の
認
可
の
年
月
日

令
和
四
年
五
月
十
九
日

令和４年５月２７日　岡山県公報　第１２３９９号



◎
岡
山
県
選
管
告
示
第
二
十
八
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
四
年
五
月
二
十
七
日

岡

山

県

選

挙

管

理

委

員

会

委

員

長

大

林

裕

一

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
以
外
の
政
治
団
体

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
の
氏
名

会
計
責
任
者
の
氏
名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

届
出
年
月
日

岡
山
南
後
援
会

岡

島

正

治

今

永

サ
ト
ミ

玉
野
市
迫
間
二
三
一
七

一
一

令
和
四

・

四
・
二
二

－

お
か
や
ま
未
来
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

中

島

純

中

島

純

岡
山
市
北
区
奉
還
町
四

一
二

一

五
〇
六

〃

四
・

四

－
－

－

木
村
正
義
後
援
会

中

山

芙
美
子

松

尾

尭

司

備
前
市
伊
部
一
三
一
三

一

〃

四
・
一
八

－

久
保
本
慎
一
後
援
会

久
保
本

慎

一

八

木

俊

樹

玉
野
市
田
井
五

三
四

一

〃

四
・
二
五

－
－

佐
藤
巧
後
援
会

佐

藤

巧

佐

藤

敏

江

都
窪
郡
早
島
町
前
潟
八
九

〃

四
・

五

ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
ク
ラ
ブ

沖

田

真

之

太

宰

幹

典

玉
野
市
玉
三

一

一

〃

〃

－
－

松
本
仁
後
援
会

松

下

和

達

松

本

美
代
子

備
前
市
日
生
町
日
生
二
三
九
一

二

〃

四
・

六

－

令和４年５月２７日　岡山県公報　第１２３９９号



◎
岡
山
県
選
管
告
示
第
二
十
九
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
四
年
五
月
二
十
七
日

岡

山

県

選

挙

管

理

委

員

会

委

員

長

大

林

裕

一

一

政
党
の
支
部

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
の
氏
名

異
動
事
項

新

旧

異
動
年
月
日

立
憲
民
主
党
岡
山
県
第
１
区

柚

木

道

義

代
表
者
の
氏
名

柚

木

道

義

原

田

謙

介

令
和
四

・

四
・

七

総
支
部

立
憲
民
主
党
岡
山
県
第
３
区

柚

木

道

義

〃

柚

木

道

義

森

本

榮

〃

〃

総
支
部

立
憲
民
主
党
岡
山
県
第
５
区

柚

木

道

義

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

浅
口
市
金
光
町
占
見
新
田
四
五
五

三
ア
フ
ル

浅
口
市
金
光
町
占
見
七
九

一

〃

〃

－
－

総
支
部

エ
ン
ト

〃

〃

代
表
者
の
氏
名

柚

木

道

義

は

た

と
も
こ

〃

〃

二

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
の
氏
名

異
動
事
項

新

旧

異
動
年
月
日

有
元
純
一
後
援
会

有

元

純

一

会
計
責
任
者
の
氏
名

八

木

俊

樹

久
保
本

慎

一

令
和
四

・

四
・
二
二

お
む
す
び
倶
楽
部

八

木

俊

樹

代
表
者
の
氏
名

八

木

俊

樹

赤

木

大

介

〃

〃

〃

〃

会
計
責
任
者
の
氏
名

村

中

堅

一

大

本

敏

文

〃

〃

生
活
排
水
対
策
協
議
会

八

田

富

夫

〃

初

岡

良

信

守

安

秀

徳

〃

四
・

一

渚
洋
一
後
援
会

渚

洋

一

〃

八

木

俊

樹

久
保
本

慎

一

〃

四
・
二
二

日
本
臨
床
検
査
技
師
連
盟
岡

高

津

昌

吾

代
表
者
の
氏
名

高

津

昌

吾

岡

本

由

美

令
和
三

・

五
・
三
一

山
県
支
部

〃

〃

会
計
責
任
者
の
氏
名

福

島

明

徳

植

本

美
佐
夫

〃

〃

守
井
ひ
で
た
つ
後
援
会

森

本

修

作

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

備
前
市
吉
永
町
南
方
八
五
八

五

備
前
市
吉
永
町
南
方
一
二
二
五

二

令
和
四

・

四
・

八

－
－

令和４年５月２７日　岡山県公報　第１２３９９号



◎
岡
山
県
選
管
告
示
第
三
十
号 

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
解
散
の
届
出
が
あ
っ
た
。 

令
和
四
年
五
月
二
十
七
日 

岡 

山 

県 

選 

挙 

管 

理 

委 

員 

会 

委 
 

員 
 

長 
 

 

大 
 

 

林 
 

 

裕 
 

 

一 
 

 
 

 

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
） 

 
 

政
治
団
体
の
名
称 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

代
表
者
の
氏
名 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

解
散
年
月
日 

 

議
員
連
盟
玄
皓
塾 

木
村
正
義
後
援
会 

た
け
も
と
幸
久
後
援
会 

田
原
隆
雄
後
援
会 

備
前
市
を
元
気
に
す
る
会 

 

竹 

本 

幸 

久 

中 

山 

芙
美
子 

竹 

本 

幸 

久 

榎 

本 
 

 

貢 

藤 

原 

一 

義 

 

令
和
四 

・ 

四
・
二
三 

〃 
 

 
 

 

四
・
一
八 

〃 
 

 
 

 

四
・
二
三 

〃 
 

 
 

 

四
・
一
一 

〃 
 

 
 

〃 
 

 

 

令和４年５月２７日　岡山県公報　第１２３９９号



◎
岡
山
県
選
管
告
示
第
三
十
一
号 

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
資
金
管
理
団
体
の
届
出
が
あ
っ
た
。 

令
和
四
年
五
月
二
十
七
日 

岡 

山 

県 

選 

挙 

管 

理 

委 

員 

会 

委 
 

員 
 

長 
 

 

大 
 

 

林 
 

 

裕 
 

 

一 
 

 
 

 
 

資
金
管
理
団
体
の
届
出
を
し
た 

 

公
職
の
種
類 

 
 
 

 
 

資
金
管
理
団
体
の
名
称 

 
 

 
 
 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

指
定
年
月
日 

 
 

者
（
代
表
者
）
の
氏
名 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

      

久
保
本 

慎 

一 

      

玉
野
市
議
会
議
員 

 

久
保
本
慎
一
後
援
会 

 

玉
野
市
田
井
五
―
三
四
―
一 

 令
和
四 

・ 

四
・
二
二 

令和４年５月２７日　岡山県公報　第１２３９９号



◎
岡
山
県
選
管
告
示
第
三
十
二
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う

）
第
十
九
条
第
三
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
資
金
管
理
団
体
で
な
く
な
っ
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

。

令
和
四
年
五
月
二
十
七
日

岡

山

県

選

挙

管

理

委

員

会

委

員

長

大

林

裕

一

法
第
十
九
条
第
三
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
届
出

資
金
管
理
団
体
の
届

資
金
管
理
団
体
で

資
金
管
理
団
体
の
名
称

出
を
し
た
者
の
氏
名

な
く
な
っ
た
年
月
日

竹

本

幸

久

た
け
も
と
幸
久
後
援
会

令
和
四

・

四
・
二
三

令和４年５月２７日　岡山県公報　第１２３９９号



◎
岡
山
県
監
査
委
員
告
示
第
一
号 

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
三
十
二
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
、
協
議
が
調
っ
た
、
包
括
外
部
監
査
人
上
尾
洋
平
が
岡
山
県
と
令
和
四
年
四
月
一
日
に
締
結
し
た

包
括
外
部
監
査
契
約
に
基
づ
い
て
行
う
監
査
の
事
務
を
補
助
す
る
者
の
氏
名
及
び
住
所
並
び
に
補
助
で

き
る
期
間
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。 

 
 

令
和
四
年
五
月
二
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
監
査
委
員 

 

木 
 

口 
 

京 
 

子 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
監
査
委
員 

 

中 
 

川 
 

雅 
 

子 

                                  

岡
山
県
監
査
委
員 

 

浅 
 

間 
 

義 
 

正 

                                  

岡
山
県
監
査
委
員 

 

飛 
 

山 
 

美 
 

保 

        

藤
井 

藍
沙 

 

井
口 

 

亮 

 

黒
田 

直
樹 

 

井
上 

雅
雄 

  
 

氏 
 

名 
 

   

岡
山
市
北
区
大
供
二
丁
目
二
番
三
号 

 

岡
山
市
中
区
国
富
七
三
六 

倉
敷
市
福
島
三
七
一
の
八 

岡
山
市
北
区
学
南
町
三
丁
目
九
番
二
四
の
一
号

 
 

住 
 

 
 

 
 

 
 

所 

 
 

 令
和
四
年
五
月
二
十
七
日

か
ら 

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

ま
で 

 

期 
 

 

間 

令和４年５月２７日　岡山県公報　第１２３９９号




